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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２７年１月２２日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突（防波堤） 

発生日時 平成２６年４月１３日（日） １９時００分ごろ 

発生場所 京浜港横浜第５区 

神奈川県横浜市所在の横浜金沢木材ふとう東防波堤灯台から真方位

３５１°５８０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°２３.０′ 東経１３９°３９.４′） 

事故調査の経過  平成２６年４月１４日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

プレジャーモーターボート ゴールドドラゴン、１２トン 

 ２３５－４４７５８神奈川、個人所有 

 １２.１９ｍ（Lr）×４.１３ｍ×２.１７ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関２基、３５３.０４kＷ（合計）、平成１１年９月

（製造） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４９歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士 

  免許登録日 平成２２年１０月８日 

  免許証交付日 平成２２年１０月８日 

         （平成２７年１０月７日まで有効） 

同乗者Ａ 男性 ４５歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成３年３月１５日 

  免許証交付日 平成２３年３月４日 

         （平成２８年３月１４日まで有効） 

同乗者Ｂ 男性 ３６歳 

 死傷者等 重傷 １人（同乗者Ｂ）、軽傷 ４人（同乗者Ａほか３人の同乗者） 

 損傷 船首部に圧損 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者Ａ及び同乗者Ｂほか６人を

乗せ、京浜港横浜第５区のマリーナから静岡県熱海市初島漁港に向か

い、静岡県伊東市伊東港に寄港した後、マリーナへ向けて帰途につい

た。 

 船長は、船体中央から船尾にかけてオーニングで覆われた右側端の
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操縦席に座り、手動操舵により、約２０～２２ノットの対地速力とし

て横浜第５区に入り、マリーナの北東方沖に向けて北北西進した。 

 船長は、航行中、周辺は既に暗くなっていたが、同乗者Ａの助言を

受けて針路目標を設定し、目視による見張りを行っていた。 

 船長は、マリーナ付近に近づいたと思って減速し、マリーナの入口

を目視で探していたものの、同入口が分からず、ＧＰＳプロッターを

見ていた同乗者Ａから左である旨の声を聞き、左回頭して直進したと

ころ、船首方至近に何かがあると気付いたが、平成２６年４月１３日

１９時００分ごろ本船の船首がマリーナ入口北側の防波堤（以下「本

件防波堤」という。）の中央付近に衝突した。 

同乗者Ａは、衝突の衝撃で前方に飛ばされ、顔面がＧＰＳプロッタ

ー付近の構造物に当たって出血し、操縦席の左舷側に立っていた同乗

者Ｂは左舷前方の階段からキャビン内に落下した。 

船長は、マリーナの事務所に連絡して救急車の手配を依頼するとと

もに、本件防波堤に沿って南東進し、マリーナに帰着した。 

負傷者は、救急車で病院へ搬送され、同乗者Ｂが肋骨骨折と診断さ

れ、同乗者Ａが額を約１０針縫うけがを、ほかの同乗者３人が打撲を

それぞれ負った。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 南、風速 約３.０m/s 、視界 良好 

海象：海上 平穏 

日没時刻：１８時１３分ごろ 

 その他の事項 

 

 本件防波堤は、マリーナの北東方沖にあり、陸岸から南東方に向か

って伸びる長さ約６６０ｍのコンクリートであった。なお、本件防波

堤の南東端には赤色の標識灯が、同標識灯の南方には、南西方に伸び

る長さ５９０ｍの防波堤の北東端を示す緑色の標識灯がそれぞれ設置

されており、両標識灯間の約１３０ｍがマリーナの入口になってい

た。 

船長は、年に約１０～１５回マリーナを出入りしていたが、日没後

に出入りした経験は、約２～３回であった。また、ふだんからＧＰＳ

プロッターを見ている同乗者Ａの助言を受けながら目視による見張り

を行っていた。 

船長は、日没後にマリーナを出入りしたとき、同乗者Ａに操縦を依

頼していたが、航行中、同乗者Ａが飲酒をしていたので、同乗者Ａの

助言を受けながら自ら操縦した。 

同乗者Ｂは、船長がマリーナの入口を探しているとき、同乗者Ａか

ら左である旨の声を聞いた。 

ＧＰＳプロッターには、本件防波堤及び同乗者Ａによりマリーナへ

の進入経路が分かるように入れた目印が表示されていた。 

同乗者Ａは、本事故時の記憶を失っていた。 
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 同乗者Ａは、約２０年前から回航業を行い、マリーナへの出入航経

験が数十回以上あり、２年前に本船の回航を行って以来、本事故まで

に船長から乗船を依頼されて数回乗っていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

本船は、京浜港横浜第５区でマリーナに向けて北北西進中、周囲が

既に暗くなっている状況で、船長が、マリーナの入口が分からなかっ

た際、同乗者Ａの左である旨の声に従って左回頭したことから、本件

防波堤に向けて航行し、本件防波堤に衝突したものと考えられる。 

船長は、同乗者Ａの入航経験が船長より豊富であったことから、同

乗者Ａの助言に対して疑問を抱くことがなかった可能性があると考え

られる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、京浜港横浜第５区でマリーナに向けて北

北西進中、船長が、マリーナの入口が分からなかった際、同乗者Ａの

左である旨の声に従って左回頭したため、本件防波堤に向けて航行

し、本件防波堤に衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、夜間に港内の状況が把握できない場合、停止して、ＧＰ

Ｓプロッターなどにより船位の確認を行ってから航行すること。 

 ・情報を伝達する際には、あいまいな言い方を避けることが望まし

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 4 - 

付図１ 事故発生経過概略図 
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